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‣ 年間休日数 １日増 （特別休日数 ５７日→５８日

年間休日数１０９日→１１０日）

‣ 初任給調整手当の新設 （基本給＋１４５００円）
ビギナー等級のみ適応

一年ごとに△２９００円、６年目で終了

基準内賃金には含まないが、超過勤務

手当では基本給に加算して計算する。

※特別休日増と初任給調整手当は

４月１日より適応されます。

これまで我々青年部員は、度重なる災害や輸送障害、輪軸問題を

乗り越え、安全・安定輸送を提供する為に、昼夜奮闘してきました。

しかし、退職率も２．７％となり、昨年を上回り過去最大で人材流失

に歯止めがかかりません。会社はこの状況を認識しつつも奮闘する

組合員に寄り添わない低額回答に怒りを覚えざるを得ません。

今春闘の取組みをしっかり総括を行い、次の夏季手当の闘いに活か

し、青年部らしく「楽しく、明るく、元気よく」闘いをつくりだそう！！


